
小諸市のタウンマネジメントの取組み
（右上）ＮＰＯ法人こもろの杜が運営するカフェ「停車場ガーデン」
（左下）小諸城下町にぎわい協議会が新しい公共のモデル事業を展開している「本陣主屋」

「公共」の多様性について考え、
　　　ＮＰＯの役割の重要性 を
　　　　　　改めて浮き彫りにします。

　　　　NPO法改正　重要ポイント！保存版

・新NPO法人紹介

・「NPO法人設立講座・個別相談」開催中

認定NPO法人制度の概要について［１］
円卓会議ニュースー長野県の協働指針の見直しを議論ー

「円卓会議協働推進委員会の検討が進んでいます」

特集　NPO の遠近法
　　　　　　　－NPO の今を考えるシリーズ　第 2 回－

誰もが活躍できる協働社会実現フォーラム開催！
会場：信州科学技術総合振興センター（長野市）
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今年も好評受付中！

「NPO出前講座」
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N P O の 遠 近 法

　特定非営利活動促進法が平成 10 年 (1998 年 )12 月に施行されてから約 14 年が経過します。その間に長野県が
所轄する特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）数は、900余りまで増加しました。長野県が県民を対象に昨年度実施し
た「ＮＰＯに関する実態調査」の結果を見ると、「ＮＰＯ」という言葉を聞いたことがある人の割合は約 96％に達し
ています。しかし、「ＮＰＯの具体的な活動を知っている」と答えた人は、約 25％にとどまっており、まだＮＰＯの活
動が十分理解されている状況にはありません。
　今回は、歴史をさかのぼりながら、公共的空間におけるＮＰＯの役割を改めて考え、併せてＮＰＯが協働の担い手
として認知されるためのヒントを探ります。

１　公的領域と私的領域　
　　　　　　　－昔　ヨーロッパの街かどで
　アメリカの政治哲学者ハンナ・アレントが、公的な
活動と言論の空間として特筆したものがあります。古
代ギリシャのポリスです。アレントは、家族の私的な
領域と対比しながら、「ポリスというのは、・・・共に
活動し、共に語ることから生まれる人々の組織であ
る」「活動と言論は、それに参加する人々の間に空間を
作るのであり、・・・それは、私が他人の目に現われ、
他人が私の目に現われる空間であり、人々が単に他の
生物や無生物のように存在するのではなく、その外形
をはっきりと示す空間である」といっています（ハン
ナ・アレント『人間の条件』ちくま学芸文庫　1994年、
志水速雄訳）。
　また、ドイツの哲学者ユルゲン・ハーバーマスは、
18 世紀初頭のヨーロッパに出現した公共圏に着目し
ました。それは、市民が自由で公共的な議論に参加で
きるようなコーヒーハウス、サロンや文芸雑誌などを
指し、人々が自発的に集まり、平等なメンバーとして
公共的な討論に参加する場でした。それらの公共圏
は、私的領域と国家の間をつなぐ世論形成の場として
機能しましたが、19世紀以降、新聞・雑誌の発行部数
が大量となりマスメディア化したこと、サロンが消滅
したことなどにより姿を消していきました。（ユルゲ
ン・ハーバーマス『第２版公共性の構造転換』未来社
　1994年、細谷貞雄・山田正行訳／ジェームス・ゴー
ドン・フィンリースン『ハーバーマス』岩波書店 2007
年、村岡晋一訳）
　アレントが重視した古代ギリシャのポリスもハー
バーマスが着目した 18 世紀の公共圏も既に存在しな
いわけですが、現代において、市民と「公共」の関わり
はどのようになっているのでしょうか。

２　「公共」の多様性
　「公共性」という言葉は、次の三つの意味を持つとさ
れます（山脇直司『公共哲学とは何か』筑摩書房　
2004年）。
①政府や国の
②一般の人々に関わる
③公開の
　このうち①は、政府が法や政策などを通じて国民
（住民）に対して行う活動を指します。②は、公共の福
祉、公益、公共の秩序などという場合に用いられる

「公」に当たり、共通の利益・財産、共通の規範、共通の
関心事などを指すものです。また③は、誰に対しても
開かれているという意味で、公園や公開された情報の
ように誰もがアクセスすることを拒まれない空間や
情報などを指します。（斎藤純一『公共性』岩波書店　
2000年）
　このように、「公共性」は、個人や家族のプライベー
トな生活や財産、空間、関心事などを超え、複数の人や
家族が関係するところに生じるものであり、様々な広
がりとありようを持っています。
　また、斎藤純一氏（前掲）によれば、同じ「公共」とい
う言葉を使っていても、「公共圏」と「公共的空間」とで
は、「公共的空間」のほうが広い領域を指します。「公共
圏」は、特定の人々の間での言論の空間であり、特定の
場所を持った空間です。一方の「公共的空間」は、さま
ざまな「公共圏」が相互に関係し合う、不特定多数の
人々によって織りなされる言説の空間であり、特定の
場所を超えた空間です。
　今日の日本には、極めて多様な価値観や公共的ニー
ズが存在しています。ＩＴ技術の進歩により誰もがほ
しい情報を容易に手に入れられるようになったこと
や少子・高齢化、国際化などを通じ、その多様性、複雑
さは増す一方です。
　何人かの人たちが一つの関心事に取り組もうとし、
あるいは、一つのことであっても違う価値観や考え方
を持ったいくつかのグループがそれぞれ別の方法で
課題解決に取り組もうとすれば、その関心事とグルー
プの数だけ「公共圏」が形成されるといえます。また、
何人かの人たちが自らの生活に関して共通するニー
ズを持ち、社会に対する要求としてそれを発信するこ
とによっても、「公共圏」が形成されるでしょう。
　日本という一つの国にしても、長野県、○○市、△△
町、□□村という一つの地方自治体にしても、個々の
「公共圏」にとどまるものではなく、不特定多数の公共
圏を包摂する「公共的空間」に当たります。行政は、「公
共的空間」を対象にして、法律や制度等に基づく行政
サービスを担っていますので、「公共的空間」全体の基
礎的あるいは共通的なニーズには対応できても、各
「公共圏」固有のニーズにきめ細やかに対応すること
は不得意であるといえましょう。

３　ＮＰＯが担う「公共圏」
　行政が提供する公平・均質なサービスと違い、ＮＰ
Ｏは特定の対象に寄り添って最も効果的と考えられ
るサービスを提供したり、個別のニーズにきめ細やか
に対応したりすることができます。
　ここでいうＮＰＯとは広い意味での民間非営利組
織で、ＮＰＯ法人に限らず、ボランティア団体、公益法
人、社会福祉法人、自治会等の地域の団体、さらには協
同組合や労働組合等の共益的団体などが含まれます。
　前述のように現代社会には、多様で数多くの「公共
圏」が存在し、その一つひとつに行政が対応すること
は困難です。一方、ＮＰＯは、個々の公共圏に特化して
対応することができます。「私」の領域を超えたニーズ
でありながら、行政だけでは対応できない個別の「公
共圏」に、ＮＰＯは対応できる。その意味からも、幅広
いＮＰＯの活動と行政があいまって「公共的空間」が
維持されているわけですし、また、それらの活動に参
加することを通じて、一人ひとりの住民や企業が公共
を担っていることになります。

４　ＮＰＯが特別な存在でなくなる時
　　　　　－ソーシャルキャピタルの重要性
　ＮＰＯは多様な「公共圏」を担う存在であり、社会を
豊かにするためにはその活動が不可欠です。同時に、
一口にＮＰＯといっても、その範囲は大変幅広いもの
です。「ＮＰＯ」という言葉が使われる遥か以前から公
共的活動をしていた多くの団体もまたＮＰＯである
わけです。

　また、行政のほか、ＮＰＯや企業などが共に公共を
担っていくことを指して「新しい公共」という言葉が
使われますが、これまで述べたような「公共圏」の多様
性に着目すると、本来「公共的空間」は行政だけで維持
されてきたものではなく、それを構成する様々な主体
がそれぞれの特性を活かして協働することによって
成り立っているものです。その意味では、「新しい公
共」という概念は格別新しいものではなく、「新しい公
共」の前提となる協働は「公共的空間」が本来持ってい
る属性であるともいえます。
　ＮＰＯの一形態であるＮＰＯ法人は、その活動を継
続的に行うための組織形態として「特定非営利活動法
人」という法人格を持って活動しています。そのこと
の意味合いは、公共的活動を行うために考えられる
様々な組織形態の中からＮＰＯ法人という形態を選
択したということです。それ自体は、他にもあった選
択肢の中からＮＰＯ法人という形態を選んだという
ことにとどまります。大事なのは、そのＮＰＯ法人が、
公共の利益の増進に寄与するため、それぞれのミッ
ションを持って活動しているということです。
　社会を構成する人々を協働へと導くもの、共通の目
的に向けて効果的に協調行動へと導く社会的組織の
特徴を、「ソーシャルキャピタル」といいます（ロバー
ト・パットナム『哲学する民主主義』ＮＴＴ出版　
2001 年、河田潤一訳）。ネットワーク、規範、信頼と
いった社会的つながりのことです。そして、ソーシャ
ルキャピタルには、統合型と橋渡し型の二つがありま
す。統合型は、組織内部の人と人の同質的な結びつき
のように、どちらかというと垂直的な結びつきです。
一方の橋渡し型は、異質な人や組織を結びつけるネッ
トワークであり、水平的な関係で、連帯、参加、統合と
いうような価値観を伴います。
　ＮＰＯにも地縁的なつながりによって成り立って
いるものもあれば、ＮＰＯ法人のようにミッションを
共有することによって成り立っているものもありま
す。立ち向かうべき課題の解決を目指して人が集まり
活動するＮＰＯは、開放的で横断的なつながりを生み
ます。特定非営利活動促進法が施行されてから、より
開放的なつながりを持つＮＰＯが増え、ソーシャル
キャピタルの幅と深みが増しつつあり、その意味で社
会の潜在力が拡大しつつあるといえます。
　協働は、様々な主体が、互いの違いを理解し、それぞ
れの特性を活かし合いながら、共通の目的に向かって
協力、協調を図るものです。協働の場に多様な主体が
集まるほど、新しい解決方法が見出される可能性が高
まります。そうした協力、協調関係を生むのが、ソー
シャルキャピタルです。少子・高齢化、環境制約の増
大、経済が拡大しない定常型社会等を背景に、取り組
むべき社会の課題はより複雑で困難なものになりつ
つあります。そこで、自ずとソーシャルキャピタルの
役割は重要になります。ＮＰＯもまた、公共を担う組
織としてソーシャルキャピタルの一部を構成します。
ソーシャルキャピタルは、本来、協働を指向するもの
です。その中で、「ＮＰＯ」という名称を用いる団体も
そうでない団体も、「公共的空間」を担う当たりまえの
存在として、その役割の重要性を確かに増しているこ
とが実感できた時、それはＮＰＯが特別な存在ではな
くなる時であり、ＮＰＯに対する社会的認知が確立す
る時でもありましょう。
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今号と次号の２回に分けて認定ＮＰＯ法人制度についての特集をお送りします。
今回は、制度の概要と認定申請にあたっての注意事項についてご説明します。N

P
O
法
改
正
　
重
要
ポ
イ
ン
ト
！

１　制度の経過
　認定ＮＰＯ法人制度は、ＮＰＯ法人の活動が市民や企業からの寄付により育てられ活発化すること

や寄付文化の浸透を狙い平成13年10月に制定されました。これまでは、租税特別措置法に基づき国

税庁長官による認定が行われていましたが、平成24年４月から改正ＮＰＯ法の施行に伴い、所轄庁

（都道府県知事又は政令都市）において認定事務を行うこととなりました。

２　法改正による主な認定制度の見直し
　　　（仮認定制度の導入以外は、平成23年税制改正により改正されたものです）

①ＰＳＴ（パブリック・サポート・テスト）基準の緩和

ＰＳＴ基準が、従来の「相対値基準」に、「絶対値基準」、「条例個別指定」が加わり、３つのうちいず

れか一つに該当すればよいことになりました。

②仮認定制度の導入

設立初期のＮＰＯ法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、１回に限りスタートアップ支援と

してＰＳＴ基準を免除した仮認定制度が導入されました。

　認定ＮＰＯ法人と仮認定ＮＰＯ法人を比較すると、以下の違いがあります。（要件については、次号でご説明します）

③認定効果の拡充

　認定ＮＰＯ法人への寄附者は、現行の所得税法上の所得控除の適用のほか、税額控除を選択できる

　ようになりました。

④認定申請先

　申請先が国税庁から所轄庁（県）に変更されました。

　受付から認定までの期間は、従来どおり約６ヵ月です。
NPO法人

認定のための申請手続き

所　轄　庁
①認定申請

②認定（仮認定）

３　認定の申請にあたって
　　本格的に認定の申請手続きを始める前に、以下の事項をチェックしてください。
①自己チェック

　県のホームページに掲載しております「事前チェックシート（全国共通）」で認定基準を満たしているか、

　法人自身で確認してください。

②事業報告書等の提出

　事業報告書等の提出については、法で定める書類の全てを、毎事業年度初めの３ヵ月以内に県へ提出して

　いるか確認してください。

③法令違反

　その他法令に違反する事実がないか、法人自身で確認してください。

　例えば、「役員変更等届出書」の提出の有無や組合等登記令に違反する事実の有無など・・・

④申請書類等

　申請に必要な書類には、県で定める様式を使用するほか、定められた書類以外の提出や提示を審査の過程

　で求めることがありますので、申請内容の根拠となる資料を準備してください。

　また、滞納処分に係る納税証明書を添付する必要があります。記載要領等で確認してください。

項　　目

規定

要件

有効期間

有効期間の更新

申請可能な法人

認　　定

特定非営利活動促進法44条

ア～クの要件全てに適合

５年間

ある

すべてのＮＰＯ法人

（設立後１年を超える期間を経過）

仮　認　定

特定非営利活動促進法第58条

ア（PST）以外の７つの

要件に適合

３年間

ない

税制優遇

個人の場合

法人の場合

相続人等の場合

認定ＮＰＯ法人

○

○

○

○

○

○

×

×

設立後５年以内の法人

（平成27年３月末日までは、

５年を経過している法人も申請可）

(1) 事業報告書等提出書（１部）
(2) 事業報告書（２部）
(3) 財産目録（２部）
(4) 貸借対照表（２部）
(5) 収支計算書（２部）
(6) 前事業年度の役員名簿（２部）
(7) 前事業年度の社員のうち 10人以上の者の名簿（２部）

【報告する事業年度中に定款変更した場合は以下も提出】

(8) 記載事項に変更のあった定款（２部）

(9)定款の変更に係る認証に関する書類（認証通知）の写し（２部）

(10)定款の変更に係る登記に関する書類（登記事項証明書）の写し（２部）

(1)事業報告書等提出書（１部）
(2)事業報告書（２部）
(3)財産目録（２部）
(4)貸借対照表（２部）
(5)活動計算書（２部）
　　当分の間は収支計算書でも可としますが、順次切り替えをお願いします。
(6)前事業年度の年間役員名簿（２部）
(7)前事業年度の末日における社員のうち10人以上の 
　 者の名簿（２部）

　定款変更認証申請書や定款変更届出書に添付して提出
　提出は不要
　定款の変更に係る登記をした都度、「定款変更に係る登記事項
　 証明書提出書」に添付して提出

平成24年３月31日以前に開始した事業
年度に係る事業報告書等の提出

次号では、「認定ＮＰＯ法人になるための基準」や「提出書類」等についてご説明します。

平成24年４月１日以降に開始する事業
年度に係る事業報告書等の提出
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円卓会議ニュース
円卓会議協働推進委員会の検討が進んでいます

－長野県の協働指針の見直しを議論－

円卓会議ニュース
円卓会議協働推進委員会の検討が進んでいます

－長野県の協働指針の見直しを議論－

○ 協働推進委員会の設置
　協働推進委員会を平成24年５月14日に設置しました。
　この委員会では、長野県における協働のあり方及び協働推進の具体策について検討し、本年度中に円卓会議の
報告として取りまとめられる予定です。

○ 協働推進委員会委員（11名）　

　県民協働を進める信州円卓会議では、今年度、協働推進委員会を設置し、協働指針の見直しを含め、「協働のあ
り方」について集中的に検討しているところです。

○ 協働推進委員会の開催状況
これまでに５回の協働推進委員会を開催しました。

▽協働推進委員会では、今後さらに議論を深め、パブリックコメントを経て、新しい協働指針案を取りまとめる予定です。

( 任期：平成 24 年 5 月 14 日から平成 25 年 3 月 31 日まで )

委員長
内　山　二　郎 元東日本大震災支援県民本部運営委員長

県民協働を進める信州円卓会議委員
こまがね市民活動支援センター　事務局長

奈　良　　　環

委員長代理
宮　澤　敏　幸

分　野

学識経験者

ＮＰＯ

企業

公益市民
活動ｾﾝﾀｰ

行政

委　員　長

大　江　裕　幸

香　山　篤　美
滝　沢　恵　一
鷲　見　真　一
福　沢　千恵子
平　林　靖　久

塚　田　潤　一
轟　　　寛　逸

　　　　　　　　　　所属・役職等

信州大学経済学部経済システム法学科講師（行政法）
県民協働を進める信州円卓会議委員
一般社団法人ユニバーサル志縁社会創造センター事務局長
NPO法人夢空間松代のまちと心を育てる会理事長（長野市）
NPO 法人地域づくりクラブ　理事長（上田市）
NPO 法人ＳＣＯＰ　理事長（松本市）
NPO 法人びすけっと　社員（高森町）
セイコーエプソン㈱経営戦略本部企画渉外部役員補佐

長野市　地域振興部　市民活動支援課長
長野県　企画部　県民協働・ＮＰＯ課長

▽　タウンミーティング

　駒ヶ根市、松本市、佐久市、
長野市でタウンミーティング
を開催し、骨子案等について、
参加された方々から、幅広い
意見を聴き取りました。（詳細
は、ホ－ムページをご覧くだ
さい。）

▽　第２回委員会

　第１回委員会で出された様々な意見と他
県の協働指針を参考に、協働の対象、協働の
形態（委託、負担金・補助金、情報の共有、共
催　他）について検討しました。

▽　第３回委員会

　協働事例をいくつか紹介しながら、協働
の定義、形態や指針・ルールの定め方のイ
メージ等について議論しました。

▽　第１回委員会

　色分した付箋に、協働によるメリッ
トや課題、問題点等を書き出し、委
員それぞれの立場からの意見を整理
しました。

▽　第４回委員会

　協働指針の骨格となる定義等の整理、協働のルールに盛
り込むべき事項、協働推進の具体策について議論しました。

▽　第５回委員会

　これまでの議論をもとにまとめた「県民協働指針（仮
称）」の骨格案及び協働推進のための具体的施策のアイデ
アや新しい仕組みについて検討しました。



新たに設立の届出があった10法人を紹介します。新ＮＰＯ法人紹介新ＮＰＯ法人紹介新ＮＰＯ法人紹介新ＮＰＯ法人紹介新ＮＰＯ法人紹介新ＮＰＯ法人紹介 NPO法人名・目的（定款のとおり）・主たる事務所

環境わくわく体験スクール
この法人は、親子を中心とした一般市民を対象として、体
験的な活動を通した対話型の環境教育に関する事業を行い、
永続可能な循環型社会を構築するための意識と行動力の向
上に寄与することを目的とする。

（飯田市松尾水城3461番地１）

信州メディカルネット協議会
この法人は、患者中心の医療及び医療資源の有効活用の推
進のために、長野県における医療連携ネットワーク環境の
整備及び利用を促進し医療機関間での診療情報等の共有化
による医療の質・安全性の向上を図るとともに、そのため
に必要な各関連機関への情報技術化のための支援、公開セ
ミナーや技術研修、産学官の研究・交流、人材育成等の高
度医療情報社会の普及・啓発活動の支援を行うことにより、
国民がより良い医療サービスが享受できる豊かな保健医療
福祉社会への提案と環境基盤作りに寄与することを目的と
する。
（松本市旭３丁目１番１号　信州大学医学部付属病院内）

信州麻プロジェクト
この法人は、長野市鬼無里地域の麻が、元禄年間の1688
年（今から320年前）の江戸時代から昭和42年まで栽培さ
れ、専業農家の唯一の特産品として地域の生活を潤ってき
た貴重な産物であった歴史の下で、この麻の加工技術並び
に伝統文化の伝承、並びに苧麻、亜麻の栽培、加工を通し
て地域の活性化を図り、地域住民の日常の交流をとおして
相互理解を深めることによって、自発的な地域づくりに貢
献することを目的とする。

（長野市鬼無里12130番地　風間俊宣方）

青い雲
この法人は、広く一般市民に対して、形式にとらわれない
自由な葬儀・葬送の企画・提案・運営、障害者や高齢者の
自立支援等のサポートを通して、市民一人一人の意思を尊
重し、権利を守る社会の形成及び消費者保護に寄与するこ
とを目的とする。

（松本市桐３丁目２番49号）

Helicopter　Air　Rescue　Unit
この法人は、災害救助活動及び、山岳救助活動と防災活動
に関する事業を行い、国民の安全に寄与することを目的と
する。

（大町市大字社巾5346-3番地大町ヘリポート内）

油やプロジェクト
この法人は、信濃追分の住民および信濃追分を訪れる観光
客や別荘客に対して、文化的活動（「ホンモノ市」という
名称のイベント・展示会）を企画立案し、本やアート・ク
ラフトなど良質の作品を制作する地元作家等を支援すると
同時に、中山道・追分宿にある歴史遺産「油や」の保全と
有効活用、及び軽井沢町・追分地区の町おこしに寄与する
ことを目的とする。

（北佐久郡軽井沢町大字追分607番地）

ピアーズサポート
この法人は、障害者に対して、各種関係機関、地域住民と
の連携を図りながら、就労・社会参加する機会の確保に対
する事業を行い、地域社会の福祉の向上に寄与することを
目的とする。

（飯田市鼎中平2326番地）

諏訪湖畔こころのケア協会
この法人は、災害に遭いこころの問題を抱えた人々に対し
て、相談支援、災害トラウマの予防事業を行うことにより、
地域の健康社会の復興に寄与することを目的とする。

（岡谷市長地小萩一丁目11番30号）

信州未来エネルギー
この法人は、長野県の恵まれた自然環境を有効利用しての
再生可能自然エネルギーの開発、実用化及び活用に関する
事業を主体として行い、前記以外のエネルギーについても
研究開発、実用化事業を行う。また省力化等エネルギー関
連事業を併せて行う。またこれら新エネルギーの普及を通
じ、温暖化ガスの排出を抑制し、地球温暖化を防止し、併
せて産業と雇用の創出を図り、地域社会の活性化の一助と
なることを目的とする。

（茅野市仲町17番20号）

しいある倶楽部
この法人は、樹木、草花等の植栽、管理等、自然の保全に
努める活動、野生植物の保護管理や調査研究に関わる活動、
およびこれら活動を通じて地域住民に対して持続共存可能
な社会を提供することともに次世代を担う子ども達や成人
までを対象に自然環境を保護する意識の、普及、啓発を行
い、町並みの美化とともに豊かな社会づくりに寄与するこ
とを目的とする。

（北佐久郡軽井沢町大字長倉19番地387）

県内のＮＰＯ法人の情報については、県公式ホームページ「ＮＰＯ・ボランティア情報コーナー」でご覧いただけます。
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ＮＰＯ向け融資セミナー・個別相談開催のご案内
～「その場しのぎの資金調達に“さようなら”」～

ＮＰＯ向け融資セミナー・個別相談開催のご案内
～「その場しのぎの資金調達に“さようなら”」～

開　催　日 会　　場 申 込 締 切

10月15日（月）

10月23日（火）

10月29日（月）

11月５日（月）

11月６日（火）

11月９日（金）

11月14日（水）

長 野 県 庁 西 庁 舎

長野県佐久合同庁舎

長野県上田合同庁舎

長野県諏訪合同庁舎

松本市民活動サポートセンター

長野県伊那合同庁舎

長野県労働金庫飯田支店

■セミナープログラム　（定員各会場共　30名）
13:30～ 14:00　
「１.ＮＰＯ向け融資を利用して」
：融資を受けて活動しているNPOの体験談
14:00 ～ 14:30　
「２.ＮＰＯへの融資を決めるポイント」：ＮＰＯ夢バンク
14:30 ～ 15:30　
「３. 融資を受けるための日常経理の心得」：成迫会計事務所

■個別相談
15:45～ 17:00
※金融機関の方にも来ていただきます。
　申し込み時にご相談内容をお知らせください。

■お問い合わせ・お申込み
ＮＰＯ向け融資推進会議事務局（特定非営利活動法人 ＮＰＯ夢バンク）
　　　　　　　　　　　　　　 貸金業登録：長野県知事（長Ｔ３）第01112号
〒380-0813 長野市鶴賀緑町1104-10　長野県ＮＰＯセンター内　

電話/FAX：026-223-4321　http://www.npo-yumebank.org/
E-mail　yume@npo-yumebank.org

※開催日の
　３日前までに
　申込みください。



「「「「NPO法人設立講座・個別相談」NPO法人設立講座・個別相談」NPO法人設立講座・個別相談」NPO法人設立講座・個別相談」「NPO法人設立講座・個別相談」「NPO法人設立講座・個別相談」

開　催　日

10月22日（月）

10月29日（月）

11月 5日（月）

11月13日（火）

11月19日（月）

12月 3日（月）

12月10日（月）

毎週水曜日

申 込 締 切

10月18日（木）

10月25日（木）

11月 1日（木）

11月 9日（金）

11月15日（木）

11月29日（木）

12月 6日（木）

開催日の前日

開催日時・場所　　13：30～15：00

【申込み・問合せ先】
長野県企画部県民協働・NPO課
TEL　026－235－7190　FAX　026－235－7258
 Eメール　kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp

【申込み・問合せ先】
長野県企画部県民協働・NPO課
TEL　026－235－7189　FAX　026－235－7258
 Eメール　kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp

誰誰誰誰もが活躍できる協働社会実現フォーラムもが活躍できる協働社会実現フォーラムもが活躍できる協働社会実現フォーラムもが活躍できる協働社会実現フォーラム
～NPO、企業、県民がつくる長野県の新しい公共のデザイン～～NPO、企業、県民がつくる長野県の新しい公共のデザイン～～NPO、企業、県民がつくる長野県の新しい公共のデザイン～～NPO、企業、県民がつくる長野県の新しい公共のデザイン～
誰もが活躍できる協働社会実現フォーラム
～NPO、企業、県民がつくる長野県の新しい公共のデザイン～
誰もが活躍できる協働社会実現フォーラム
～NPO、企業、県民がつくる長野県の新しい公共のデザイン～

加者募集！加者募集！加者募集！加者募集！参加者募集！参加者募集！

　長野県における新しい公共や県民協働の機運の盛上げ・醸成を図るため、「新しい公共支援・推進事
業」や協働による地域課題解決等について、様々な観点から意見交換及び情報発信などを行うフォーラ
ムを開催します。ＮＰＯ関係の方をはじめ幅広い県民の方々の参加をお待ちしています。

主　催：長野県・誰もが活躍できる協働社会実現フォーラム実行委員会

　　　　（委員長…特定非営利活動法人長野県ＮＰＯセンター代表理事　山田 千代子）

【申込み・問合せ先】　特定非営利活動法人ＳＣＯＰ（スコップ）　TEL:0263-36-9180

開催期日 2012年 11月 18日 ( 日 )
　　　　  　13：30～ 18：30

会　場 信州科学技術総合振興センター
　　　　（長野市若里4-17-1　信州大学工学部内）

ＮＰＯ法人を立ち上げて社会貢献活動を行いたい方
を対象に、「ＮＰＯ法人設立講座・個別相談」を開
催しています。

長野県庁東庁舎１階
ボランティア交流センターながの

皆さまの集会に伺います！
「ＮＰＯ出前講座」　受付け中！

　県民協働・ＮＰＯ課では、ご希望に従って、皆
さんの集会等に職員が直接出向き、ＮＰＯ法改正
のポイントなどＮＰＯやボランティアについてお
話をさせていただく「ＮＰＯ出前講座」を実施し
ています。

詳しくは、県ホームページ　

トップページ＞目的でさがす＞

参加する 利用する＞講座＞県政出前講座　

をご覧ください。

会　　場

フォーラム……13：30～16:30　　　参加費：無　料
交　流　会……16：45～18:30　　　参加費：1,500円

長 野 県 大 町 合 同 庁 舎

長 野 県 北 信 合 同 庁 舎

長 野 県 松 本 合 同 庁 舎

長 野 県 上 田 合 同 庁 舎

長 野 県 諏 訪 合 同 庁 舎

長 野 県 伊 那 合 同 庁 舎

長野県飯田消費生活センター

○ 諏訪中央病院名誉院長・日本チェルノブイリ連帯基金理事長　鎌田實氏による講演
○ 各界の代表によるパネルディスカッション「テーマ：長野県の新しい公共デザイン」
○ 新しい公共支援・推進事業の成果報告　など
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